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財政逼迫，人口の急激な減少と高齢化を背景として，総務省は 2014 年に公共施設等総合管理計画を策

定するよう全国の自治体に要請した．さらに国土交通省は 同年，都市再生特別措置法等の法律改正により

立地適正化計画の提案を行った．これより，今後のまちづくりでは，高齢者や子育て世代にとって安心・

健康な生活環境の実現，財政・経済面での持続可能な都市経営の確保，環境・エネルギー負荷の低減，自

然災害の事前予防の推進が大きな課題であり，都市の現状や将来の課題を的確に把握しつつ，どのような

都市構造を目指すべきかについて，客観的かつ定量的に分析・評価することが求められている． 

そこで本研究では，救急搬送時間から見た大都市近郊地域における複数病院施設の立地適正化に関する

定量的検証を行うことにより，施設を整備する側の視点だけでなく，施設を利用する側の視点に立った評

価を行なった上で今後の課題について整理を行った. 

Key Words : Urban regeneration, Location and economic development, Infrastructure management, 

Normalizing locations’ policy 

1. 研究の背景と目的 

財政逼迫，人口の急激な減少と高齢化を背景として，

総務省は平成 26 年 4月に地方自治体が保有するあらゆ

る土木構造物と建築物について 3年以内に公共施設等総

合管理計画を策定するよう全国の自治体に要請した．さ

らに国土交通省は 同年，都市再生特別措置法等の法律

改正により立地適正化計画の提案を行った． 

これは，医療・福祉施設，商業施設や住居等がまとま

って立地し増大する老朽化施設の維持管理や再編を適正

に行うこと，高齢者をはじめとする住民が公共交通によ

りこれらの生活利便施設等にアクセスできることなど，

福祉や交通なども含めて都市構造を見直す時期に来てい

ることを意味している． 

今後のまちづくりでは，高齢者や子育て世代にとって

安心・健康な生活環境の実現，財政・経済面での持続可

能な都市経営の確保，環境・エネルギー負荷の低減，自

然災害の事前予防の推進が大きな課題であり，都市の現

状や将来の課題を的確に把握しつつ，市民をはじめとす

る地域の合意形成を図る必要がある．しかしながら，ど

のような都市構造を目指すべきかについて，客観的かつ

定量的に分析・評価した上での議論は緒に就いたところ

である． 

そこで本研究では，大都市近郊地域に位置する京都府

長岡京市を対象として，市内に位置する複数病院施設の

立地適正化に関する定量的検証のための基礎的研究を行

うことにより，社会基盤施設の立地適正化を鑑みたより

よいまちづくりを目指す上で考慮すべき事項について整

理することを目的とする． 

第 2章では，社会基盤施設の立地適正化に関連する主

な法律の整理を行なった上で，本研究の位置づけを明確

にする． 

第 3章では，長岡京市における概況を述べた上で，病

院と道路ネットワーク，公共交通機関の現状について把

握する． 

第4章では，施設を利用する側の視点に立った定量的

な評価を行うのに必要な指標を提案し，その算出方法に

ついて概説するとともに，病院の再編問題にあたっての

設定について記述する． 

第 5章では，市内の病院を再編した場合における評価
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結果について記述するとともに，その考察を行う． 

最後に，第 6章では本研究のまとめを行うとともに，

大都市近郊地域における複数同種類の社会基盤施設の立

地適正化に関して検証を行う際の今後の方向性や課題に

ついて記述する． 

2. 社会基盤施設の立地適正化に関連する主な法

律と本研究での考え方

(1) 社会基盤施設の立地適正化に関連する主な法律・

計画

 社会基盤施設の立地適正化に関連する主な法律・計画

の一覧を表-1に示す．まちづくりもしくは国土のデザイ

ンに重きをおいたものとして，まち・ひと・しごと創生

総合戦略1)2)・国土強靱化基本計画3)・国土のグランドデ

ザイン2050
4)が挙げられる．また，交通に重きをおいた

ものとして，地域公共交通の活性化及び再生に関する法

律の一部を改正する法律5)・交通政策基本法6)が挙げられ，

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（立地適正

化計画）7)
 

8)ではまちづくりと一体となった交通施策の

推進が謳われている．さらにはインフラや公共施設とい

ったものの長寿命化や総合管理といった観点からインフ

ラ長寿命化基本計画9)や公共交通等総合管理計画10)が挙

げられる．いずれもここ2年の間に施行された法律であ

り，国の施策としてこれからの人口減少・少子高齢化を

見据えたまちづくりと一体となった交通施策をより一層

推進した上で，また東日本大震災を契機とした災害に強

いまちづくりを行うとともに，それらを踏まえた立地適

正化や公共施設再編・インフラの長寿命化といった地域

のニーズに合わせた持続可能性の高い計画策定ならびに

その着実な実行が求められている． 

表-1 社会基盤施設の立地適正化に関連する主な法律・

計画 

(2) 本研究の位置づけ

前節の法律・計画の策定に絡んで，社会基盤施設の立

地適正化やコンパクトシティに関連する個々の既往研究

は多数ある 11)-17)．しかしながら俯瞰するに以下のような

課題を有すると考える． 

① 社会基盤施設の立地適正化では，施設を利用する側

の視点（施設へのアクセス時間等）に対する評価が

なされていない．

② 社会基盤施設の立地適正化では，施設を整備する側

の視点，特に施設の維持管理費の軽減等が主な評価

対象となっており，地震・河川氾濫といった災害時

における施設の安全性といった防災面での評価がな

されていない．

社会基盤施設の立地適正化に対しては，まず第一に施

設を利用する側の視点に立った定量的な評価を行うこと

が重要であると考える．それにより，社会基盤施設の立

地適正化，まちづくりと一体となった交通施策の推進，

公共施設再編・インフラの長寿命化，といった事項を一

体となって考えることにより，地域に即したコンパクト

な都市構造への誘導が実現可能になると考える． 

そこで本研究では，長岡京市における病院施設を対象

として，施設を利用する側の視点に立った定量的な評価

を行うことにより，社会基盤施設の立地適正化について

検証することを目的とする． 

3. 長岡京市における病院と公共交通・道路網の

現状

(1) 概況 

京都府長岡京市は図-1に示すとおり京都市と大阪市の

間に位置し，大都市近郊のベットタウンとして発達した

面積19.18km2，人口80,597人の都市である．なおDID地区

の面積は9.70km2，人口は78,816人であり，市域の東側に

平坦地の人口密集地が広がり，人口の大部分が居住して

いる．西側は山間部となっている． 

図-1 長岡京市の位置・概況 

(2) 病院の現状 

長岡京市における病院の配置を図-2に示す．市内には

法律・計画 所管 公布・施工日など

まち・ひと・しごと創生法[1][2]
（まち・ひと・しごと創生総合戦略）

内閣官房まち・ひ
と・しごと創生本部

平成26年9月29日閣議決定，
平成26年11月28日公布・施行

国土強靱化基本計画[3]
（国土強靭化アクションプラン2014,2015）

内閣官房国土強靱化推
進室

平成26年6月3日閣議決定

国土のグランドデザイン2050[4]
～対流促進型国土の形成～

国土交通省国土政策局
総合計画課

平成26年7月策定

地域公共交通の活性化及び再生に関する
法律の一部を改正する法律（地域公共交
通網形成計画）[5]

国土交通省総合政策
局公共交通政策部

平成26年2月12日閣議決定，
平成26年5月21日公布，平成
26年11月20日施行

交通政策基本法（交通政策基本計画）[6]
国土交通省総合政策
局公共交通政策部

平成25年11月1日閣議決定，
平成25年12月4日公布・施行

都市再生特別措置法等の一部を改正する
法律（立地適正化計画）[7][8]

国土交通省都市局
平成26年6月27日閣議決定，
平成26年7月2日公布・平成26
年8月1日施行

インフラ長寿命化基本計画[9]
インフラ老朽化対策
の推進に関する関係
省庁連絡会議

平成25年11月29日決定

公共施設等総合管理計画[10] 総務省 平成26年4月22日策定要請

面積：19.18km2

人口：80,597人
(H27/4/1現在)

うちDID地区
面積：9.70km2

人口：78,816人

1

京都
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2次救急医療に対応可能な病院が4つありそれをH1～H4

として表記する．いずれの病院もDID地区内に位置して

いる． 

(3) 公共交通網の現状 

長岡京市における公共交通網の現状を図-2に示す．鉄

道として阪急京都線とJR東海道本線が，バスとして阪急

バスとコミュニティバスが走っており，鉄道駅である阪

急京都線の長岡天神駅と西山天王山駅，JR東海道本線の

長岡京駅を拠点とした路線網が形成されている．阪急の

長岡天神駅とJRの長岡京駅とを結ぶエリアが市の中心地

となっており，中心地に2つの病院H1・H2が立地，郊外

部に2つの病院H3・H4が立地している． 

図-2 鉄道・路線バス網と病院の位置 

(4) 道路網の現状

長岡京市における道路網の現状を図-3に示す．市内に

は高規格道路として有料道路である名神高速道路と京都

縦貫道が通っているがICとしては長岡京ICの1箇所であ

るため，市内の自動車交通の移動については国道171号

を軸として県道や市道が主に使われている． 

図-3 道路網と病院の位置 

4. 指標の提案と病院再編問題の設定 

(1) 指標の提案

長岡京市における病院施設を対象として，施設を利用

する側の視点に立った定量的な評価を行うにあたって，

以下の4つの指標を提案する． 

a) 町字からの最大搬送時間(𝑀𝑇)

市内の町字から最寄り病院までの搬送時間の最大値

b) 人口重み付け搬送時間(𝑊𝑇)

市内の町字から最寄り病院までの搬送時間を町字の

人口で重み付けして総合計したもの

c) 180s未満人口カバー率(𝐶𝑅𝑈)

市内の町字から最寄り病院までの搬送時間が基準と

なる時間（180s）未満で到達しうる町字の人口の合

計を市内の人口で除した割合

d) 病院人口分担率：180s未満(𝑆𝑅𝑈) 180s以上(𝑆𝑅𝑂) 

市内の町字から最寄り病院までの搬送時間が基準と

なる時間（180s）未満もしくは以上で到達しうる町

字の人口を病院毎に集計したものを市内の人口で除

した割合

まず式(1)により町字から最寄り病院までの搬送時間

を算出した上で，上記の4つの指標については式(2) ～(6)

により算出する． 

𝑇𝑏 = min
ℎ

𝑡𝑏,ℎ  (1) 

𝑀𝑇 = max
𝑏

𝑇𝑏 (2) 

𝑊𝑇 = ∑ 𝑃𝑏 ∙

𝑏

𝑇𝑏 / ∑ 𝑃𝑏

𝑏

(3)

𝐶𝑅𝑈 = ∑ 𝑃𝑏

𝑏∈(𝑇𝑏<180)

/ ∑ 𝑃𝑏

𝑏

 (4)

𝑆𝑅𝑈ℎ = ∑ 𝑃𝑏

𝑏∈(𝑇𝑏<180,ℎ=𝑁𝐻𝑏)

/ ∑ 𝑃𝑏

𝑏

 (5)

𝑆𝑅𝑂ℎ = ∑ 𝑃𝑏

𝑏∈(𝑇𝑏≥180,ℎ=𝑁𝐻𝑏)

/ ∑ 𝑃𝑏

𝑏

 (6)

ただし 

𝑏：長岡京市内の町字（𝑏 = 1,2, ⋯ ,78 ） 

ℎ：評価対象となる病院（ℎ = 1,2, ⋯ ,4 ） 

𝑡𝑏,ℎ：町字𝑏から病院ℎまでの搬送時間(s) 

𝑇𝑏：町字𝑏からの最寄り病院までの搬送時間(s)

𝑃𝑏：町字𝑏の人口

𝑁𝐻𝑏：町字𝑏からの最寄り病院

𝑀𝑇: 町字からの最大搬送時間(s) 

𝑊𝑇: 人口重み付け搬送時間(s) 

𝐶𝑅𝑈：180s未満人口カバー率(%) 

𝑆𝑅𝑈ℎ：病院ℎの病院人口分担率（180s未満）(%)

𝑆𝑅𝑂ℎ：病院ℎの病院人口分担率（180s以上）(%)

2

路線・コミュニティバス停

路線バス停

コミュニティバス停

病院（H1～H4）

H4

H3

H1

H2

阪急京都線

JR東海道本線

長岡京駅

西山天王山駅

長岡天神駅

H3

H1H2

H4

名神高速
国道171号

京都縦貫道

長岡京IC

病院(H1～H4)

町字(78町字)
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ここで，町字から病院までの搬送時間𝑡𝑏,ℎについては，

長岡京市ならびに周辺市町の道路ネットワークを構築し，

あらかじめ設定した町字の中心から病院まで，救急車が

制限速度で走行すると仮定した上で最短経路探索を行い

算出する．なお，180sは心肺停止から脳細胞が死に始め，

生死の境目を分ける時間とされていることから基準とな

る時間として設定した． 

(2) 病院再編問題の設定

本研究では，病院再編にあたっては関係する4つの病

院のうちH4の廃院・移転を考えるものとする． 

その理由としてH1～H3は民間が運営しているがH4の

みが公立が運営しており，地方公共団体が赤字補填をし

ていること，病院の規模としてH1～H3はそれぞれ約100

床程度であるのに対し，H4はかつ約300床と規模が大き

く，かつ施設の老朽化が進んでいることから再編が求め

られている点が挙げられる．なお，H4の移転先の候補

地については，図-3に示す長岡京市内における道路ネッ

トワークのノードに相当する822箇所として，各候補地

での指標の算出を行い評価を行うものとする．

5. 病院再編の評価結果と考察 

(1) 現状4病院の場合の評価と考察

現在長岡京市にある4病院を対象とした場合における

各指標の評価結果を図-4に示す． 

町字からの最大搬送時間（𝑀𝑇）は341.64s，人口重み

付け搬送時間（𝑊𝑇）は127.89s，180s未満人口カバー率

（𝐶𝑅𝑈）は81.46％となった．また各病院の人口分担率

を見るとH4が18.52％で4病院の中で最も低い分担率とな

っていることからもH4の廃院・移転について考える優

先度は高いものと判断される． 

図-4 現状4病院の場合の評価

(2) H4廃院の場合の評価と考察

現在長岡京市にある4病院のうち人口分担率が最も低

いH4を廃院にした3病院の場合における各指標の評価結

果を図-5に示す． 

町字からの最大搬送時間（𝑀𝑇）は355.23s，人口重み

付け搬送時間（𝑊𝑇）は137.38s，180s未満人口カバー率

（𝐶𝑅𝑈）は76.78%となった． 

4病院の場合と比べると𝑀𝑇は13.59s増（+3.98%），

𝑊𝑇は9.49s増（+7.42%），𝐶𝑅𝑈は4.86%減となった．ま

た3病院の人口分担率は27.37～37.76%と平準化する結果

となるものの，市内病院の病床数の合計がほぼ半分とな

るためH4の廃院は現実的に厳しいと考えられるため，

以降ではH4の移転による評価を行うものとする． 

図-5 H4廃院の場合の評価 

(3) H4移転の場合の評価

H4移転の場合の評価については下記の3パターン

a) 町字からの最大搬送時間（𝑀𝑇）⇒最小

b) 人口重み付け搬送時間（𝑊𝑇）⇒最小

c) 180s未満人口カバー率（𝐶𝑅𝑈）⇒最大

となる最適候補地をそれぞれ探索した． 

a) 町字からの最大搬送時間（𝑀𝑇）が最小の時

𝑀𝑇が最小となるように H4 を移転したときの各指標

の評価結果を図-6に示す． 

𝑀𝑇は 251.64sとなり，現状の 341.64sと比べて 90.00s減

（-26.34%）と大幅に短縮された．このような最適候補

地は 45 箇所あり，そのときの𝑊𝑇は 119.50s～131.31s，

𝐶𝑅𝑈は 78.29%～83.37%の範囲となった．さらに𝑊𝑇，

𝐶𝑅𝑈が良好となる候補地を探索すると H*(MT)となり，

その場合の𝑊𝑇は 119.50s，𝐶𝑅𝑈は 83.37%となった． 

なお，候補地全 822 箇所の評価指標を算出すると𝑀𝑇

H3

H1H2

H4

a)町字からの最大搬送時間(MT) 341.64 s
b)人口重み付け搬送時間(WT) 127.89 s
c)180s未満人口カバー率(CRU) 81.46 %

最寄病院
まで180s

21.13%
5.48%

180s未満病院人口分担率(SRU)
180s以上病院人口分担率(SRO)

26.56%
8.11%

13.57%
4.95%

20.20%
0.00%

H3

H1H2

H4

a)町字からの最大搬送時間(MT) 355.23 s
b)人口重み付け搬送時間(WT) 137.38 s
c)180s未満人口カバー率(CRU) 76.78 %

最寄病院
まで180s

21.13%
6.24%

26.56%
8.32%

29.10%
8.66%

180s未満病院人口分担率(SRU)
180s以上病院人口分担率(SRO)
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は 251.64s～355.23s，𝑊𝑇は 118.12s～137.38s，𝐶𝑅𝑈は

76.78%～87.15%の範囲となる． 

H*(MT)に病院 H4を移転した場合には，現状と比べる

と𝑊𝑇は 8.39 s減（-6.56%），𝐶𝑅𝑈は 1.73%増となってお

り 3 つの指標とも改善が図られており，H2 の病院人口

分担率が 14.79%で最も低くなっている． 

また指標面から全候補先における長岡第五小前付近の

位置づけを見ると𝑊𝑇は上位，𝐶𝑅𝑈は中位となっている． 

図-6 H4移転の場合の評価 

（町字からの最大搬送時間𝑀𝑇が最小の時） 

b) 人口重み付け搬送時間（𝑊𝑇）が最小の時

𝑊𝑇が最小となるように H4 を移転したときの各指標

の評価結果を図-7に示す． 

𝑊𝑇は 118.12sとなり，現状の 127.89sと比べて 9.77s減

（-7.64%）となった．このような最適候補地は H*(WT)

の 1 箇所となり，そのときの𝑀𝑇は 355.23s，𝐶𝑅𝑈は

86.39%となった． 

図-7  H4移転の場合の評価 

（人口重み付け搬送時間𝑊𝑇が最小の時） 

H*(WT)に病院 H4を移転した場合には，現状と比べる

と𝑀𝑇は 13.59s 増（+3.98%），𝐶𝑅𝑈は 4.75%増となって

おり，町字からの最大搬送時間は悪化しているものの，

180s 未満人口カバー率は改善しており，H3 の病院人口

分担率が 7.96%で最も低くなっている． 

また指標面から全候補先における H*(WT)の位置づけ

を見ると𝑀𝑇は下位，𝐶𝑅𝑈は上位となっている． 

c) 180s未満人口カバー率（𝐶𝑅𝑈）が最大の時

𝐶𝑅𝑈が最大となるように H4を移転したときの各指標

の評価結果を図-8に示す 

𝐶𝑅𝑈は87.15%となり，現状の81.64%と比べて5.51%増

となった．このような最適候補地は21箇所あり，そのと

きの𝑀𝑇は355.23s，𝑊𝑇は119.92s～128.69sの範囲となった．

更に，𝑊𝑇が良好となる候補地を探索するとH*(CRU)と

なり，その場合の𝑊𝑇は119.92sとなった． 

H*(CRU)に病院H4を移転した場合には，現状と比べる

と𝑀𝑇は13.59s増（+3.98%），𝑊𝑇は7.97s減（-6.23%）と

なっており町字からの最大搬送時間は悪化しているもの

の，人口重み付け搬送時間は改善しており，H3の病院

人口分担率が7.96%で最も低くなっている． 

また指標面から全候補先におけるH*(CRU)の位置づけ

を見ると𝑀𝑇は下位，𝑊𝑇は上位となっている． 

図-8 H4移転の場合の評価 

（180s未満人口カバー率𝐶𝑅𝑈が最大の時） 

6. まとめと今後の課題 

本研究では，大都市近郊地域にある京都府長岡京市に

おける複数病院施設を対象として，まず施設を利用する

側の視点から 3つの指標（町字からの最大搬送時間，人

口重み付け搬送時間，180s未満人口カバー率）を提案し

た．その上で市内にある 4つの病院のうち 1つの病院を

廃院・移転した場合における各指標の変化を評価結果と

して示すことにより，最適な候補地を選定するにあたっ

て考慮すべき施設を利用する側の視点からの定量的評価

H3

H1H2

a)町字からの最大搬送時間(MT) 251.64 s (45箇所) <251.64 s ～ 355.23 s>

b)人口重み付け搬送時間(WT) 119.50 s～ 131.31 s < 118.12 s ～ 137.38 s>

c)180s未満人口カバー率(CRU) 78.29 % ～ 83.37 %  < 76.78 % ～ 87.15 %>

MTが251.64sで最小

WTが119.50sで最小
CRUが83.37%で最大

最寄病院
まで180s

H*(MT)

21.13%
5.48%

26.56%
7.36%

14.79%
0.00%

20.89%
3.79%

180s未満病院人口分担率(SRU)
180s以上病院人口分担率(SRO)

H3

H1H2

WTが118.12sで最小

a)町字からの最大搬送時間(MT) 355.23 s <251.64 s～355.23 s>

b)人口重み付け搬送時間(WT) 118.12 s (1箇所)  <118.12 s～137.38 s>

c)180s未満人口カバー率(CRU) 86.39 % <76.78 %～87.15 %>

最寄病院
まで180s

H*(WT)

7.96%
0.00%

29.10%
4.53%

26.56%
8.32%

22.77%
0.76%

180s未満病院人口分担率(SRU)
180s以上病院人口分担率(SRO)

H3

H1H2

a)町字からの最大搬送時間(MT) 355.23s <251.64 s～355.23 s>

b)人口重み付け搬送時間(WT) 119.92s～128.69s<118.12 s～137.38 s>

c)180s未満人口カバー率(CRU) 87.15 % (21箇所) <76.78 %～87.15 %>

H*(CRU)

7.96%
0.00%

29.10%
3.90%

26.56%
8.32%

23.53%
0.63%

最寄病院
まで180s

CRUが87.15%で最大

WTが119.92sで最小

180s未満病院人口分担率(SRU)
180s以上病院人口分担率(SRO)
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の方法を提示できたものと考える． 

今後の課題として，救急搬送の実データを見たところ，

救急隊の出場場所が 4箇所，病院の受け入れ先が 50 箇

所程度あることから，搬送時間のさらなる精緻化や，救

急の出場場所や受け入れ先の選択モデルの構築が必要に

なると思われる．その辺を考慮することにより，長岡京

市だけでなく広域的なエリアでの救急施設・消防施設の

最適化も考えられるのではないか，と考える． 

最後に，社会基盤施設の立地適正化に対しては，施設

を整備する側の視点だけでなく，施設を利用する側の視

点に立った定量的な評価を行うことが重要であると考え

る．そのような評価を行なった上で，社会基盤施設の立

地適正化，まちづくりと一体となった交通施策の推進，

公共施設再編・インフラの長寿命化，防災や環境といっ

た事項を一体的に考えることにより，地域に即した最適

な都市構造へのスムーズな誘導が実現可能になると考え

る． 
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